
された期間を経過しないもの 

  第三十四条の十の十第十一号の次に次の一号を加える。 

  十一の二 税理士法第四十八条第一項の規定により同法第四十四条第三号に掲げる処

分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者。ただし、同法により再び業

務を営むことができるようになつた者を除く。 

 （公認会計士法の一部を改正する法律による改正前の公認会計士法の一部改正） 

第八十八条 公認会計士法の一部を改正する法律（平成十五年法律第六十七号）附則第二

条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の公

認会計士法の一部を次のように改正する。 

  第四条に次の一号を加える。 

  九 税理士法第四十八条第一項の規定により同法第四十四条第三号に掲げる処分を受

けるべきであつたことについて決定を受けた者。ただし、同法により再び業務を営

むことができるようになつた者を除く。 

  第十八条の二第二号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。 

  二 税理士法第四十八条第一項の規定により同法第四十四条第二号に掲げる処分を受

けるべきであつたことについて決定を受けた者で、同項後段の規定により明らかに

された期間を経過しないもの 

 （弁護士法の一部改正） 

第八十九条 弁護士法（昭和二十四年法律第二百五号）の一部を次のように改正する。 

  第七条第三号中「又は」を「若しくは」に改め、「免職され、」の下に「又は税理士

であつた者であつて税理士業務の禁止の懲戒処分を受けるべきであつたことについて決

定を受け、」を加える。 

  第十二条第一項第二号中「又は免職」を「、免職又は税理士業務の禁止の懲戒処分を

受けるべきであつたことについての決定」に改める。 

 （司法書士法の一部改正） 

第九十条 司法書士法（昭和二十五年法律第百九十七号）の一部を次のように改正する。 

  第五条第六号中「又は」を「若しくは」に改め、「禁止され、」の下に「又は税理士

であつた者であつて税理士業務の禁止の懲戒処分を受けるべきであつたことについて決

定を受け、」を加える。 

 （行政書士法の一部改正） 

第九十一条 行政書士法（昭和二十六年法律第四号）の一部を次のように改正する。 

  第二条の二に次の一号を加える。 

  八 税理士法（昭和二十六年法律第二百三十七号）第四十八条第一項の規定により同

法第四十四条第三号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた

者で、当該決定を受けた日から三年を経過しないもの 

  第七条第一項第一号中「、第六号又は第七号」を「又は第六号から第八号まで」に改



める。 

 （道路運送車両法の一部改正） 

第九十二条 道路運送車両法（昭和二十六年法律第百八十五号）の一部を次のように改正

する。 

  第九十七条の四第一項中「納付されていないとき」の下に「（当該自動車重量税の納

付につき、自動車重量税法（昭和四十六年法律第八十九号）第十条の三第一項の規定に

よる委託がされているときを除く。）」を加える。 

 （社会保険労務士法の一部改正） 

第九十三条 社会保険労務士法（昭和四十三年法律第八十九号）の一部を次のように改正

する。 

  第五条に次の一号を加える。 

  九 税理士法（昭和二十六年法律第二百三十七号）第四十八条第一項の規定により同

法第四十四条第三号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた

者で、当該決定を受けた日から三年を経過しないもの 

  第十四条の七第四号を同条第五号とし、同条第三号中「すべて」を「全て」に改め、

同号を同条第四号とし、同条第二号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加

える。 

  二 税理士法第四十八条第一項の規定により同法第四十四条第二号に掲げる処分を受

けるべきであつたことについて決定を受けた者で、同項後段の規定により明らかに

された期間を経過しないもの 

  第十四条の九第一項第二号中「第十四条の七第二号」を「第十四条の七第三号」に改

める。 

  第十四条の十第一項第四号中「、第七号及び第八号」を「及び第七号から第九号ま

で」に改める。 

 （弁理士法の一部改正） 

第九十四条 弁理士法（平成十二年法律第四十九号）の一部を次のように改正する。 

  第八条第十号を同条第十一号とし、同条第九号を同条第十号とし、同条第八号を同条

第九号とし、同条第七号の次に次の一号を加える。 

  八 税理士法第四十八条第一項の規定により同法第四十四条第三号に掲げる処分を受

けるべきであったことについて決定を受けた者で当該決定を受けた日から三年を経

過しないもの 

 （銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部改正） 

第九十五条 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律（平成十三年法律第百三十一

号）の一部を次のように改正する。 

  第五十八条第一項から第三項までを削り、同条第四項を同条第一項とし、同条第五項

中「前各項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。 


